
地方税ニ關スル諸規則 

 
明治１１年７月に制定された「府縣税及民費ノ名ヲ以テ徴収セル府縣費区費

ヲ地方税ト改メ規則ヲ定ム」を通称地方税規則といわれています。また、この

地方税規則は、郡区町村編制法や府縣令規則とともに、三新法と呼ばれていま

す。この地方税規則は、近代的な地方税制の祖といわれ、大正１５年に制定さ

れた「地方税ニ関スル法律」により廃止となりました。 
この地方税規則は、従来府縣税や民費の名をもって徴収する諸税をすべて地

方税として府縣税に統一し、府縣限りで徴収することとし、その費途が明らか

に定められました。 
その後、明治２３年には法律第８８号で「府縣税徴収法」が制定され、第１

條で「市町村ハ其市町村内ノ府縣税ヲ徴収シ之ヲ府縣ニ納付スルノ義務アルモ

ノトス」と規定しています。また、第１３條では、「此法律ニ關スル細則ハ府縣

會ノ議決ヲ經テ府縣知事之ヲ定ムヘシ」と定められています。 

  
               府縣税徴収法 



 
歴史的文書閲覧室が保管している「地方税ニ關スル諸規則」には、明治２３

年３月から明治２８年２月までの間の、府縣税徴収法第１３条に基づき定めら

れた「府縣徴収法施行細則」をはじめ、「訓令」などで知事が所属機関や職員に

命令したさまざまな「規則」、「規程」や「取扱手続」等が綴られています。 

  
     明治２４年１月縣令第３号（府縣税徴収法施行細則） 

   
     明治２４年３月訓令乙第２１号（地方経済各所会計規則） 



 
          佐賀県訓令甲第２００号（通知文） 
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